
○柏市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（下線部分は変更部分） 

（別紙） 

1 

変  更  後 変  更  前 

３．中心市街地の活性化の目標 

[１]～[４]（略） 

[５] フォローアップについて 

（１）（略） 

（２）フォローアップの方法 

①小売年間販売額 

 平成 22 年度については、平成 19 年商業統計の結果をベースとして、アンケート調査等を行うことに

より数値を推計し、目標の達成度合いについて検証を行う。また、平成 24 年度については、「中間年

度」（平成22年度）の推計値をベースとして、アンケート調査等を行うことにより数値を推計し、検証

を行うものとする。 

②歩行者通行量 

 中間年度は平成21 年度，目標年度は平成 24 年度のそれぞれの年度末の晴天の休日に歩行者通行量調

査を実施するものとする。 

③（略） 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その

他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

[１]（略） 

[２] 具体的事業の内容 

（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名2 

柏駅西口北地区市

街地再開発事業 

柏市 

 

 西口北地区約3.8ha につ

いては、一体的な市街地再

開発事業を施行するのでは

なく、中小規模の民間再開

○措置の内容 

まちづくり交付金 

○実施時期 

平成19年度～21年

 

３．中心市街地の活性化の目標 

[１]～[４]（略） 

[５] フォローアップについて 

（１）（略） 

（２）フォローアップの方法 

①小売年間販売額 

 平成 22 年度については、平成 19 年商業統計の結果をベースとして、アンケート調査等を行うことに

より数値を推計し、目標の達成度合いについて検証を行う。また、平成24 年度については、平成 23 年

に実施が予定されている「経済センサス」の調査結果をベースとして、アンケート調査等を行うことに

より数値を推計し、検証を行うものとする。 

②歩行者通行量 

 平成 22 年度および平成 24 年度のそれぞれの年度末の晴天の休日に歩行者通行量調査を実施するもの

とする。 

③（略） 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その

他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

[１]（略） 

[２] 具体的事業の内容 

（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名2 

柏駅西口北地区市

街地再開発事業 

柏市 

 

 西口北地区約3.8ha につ

いては、一体的な市街地再

開発事業を施行するのでは

なく、中小規模の民間再開

○措置の内容 

まちづくり交付金 

○実施時期 

平成19年度～20年
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○内容 

段階的な市街地再

開発事業の調査検

討 

○実施時期 

昭和63年度～ 

 

発事業等を段階的に行って

いくため、地元地権者と協

働し、区域分け、道路計画

案等の検討や、協議会活動

の支援などを行うものであ

る。 

 本事業は、歩行者通行量

の増大など、まちなか回遊

性の向上に向けた数値目標

に寄与する事業である。 

度 

 

○事業名3 

放置自転車等防止

街頭指導委託 

○内容 

柏駅周辺におい

て、街頭指導員が

自転車等の放置箇

所を巡回し、放置

しようとする自転

車等利用者に対

し、指導及び啓発

等を行う 

○実施時期 

平成19年度～24年

度 

柏市 

 

 柏駅周辺は、駅利用者や

大規模商業施設等への買い

物客が殺到するピーク時の

午後３時すぎには、駅周辺

の広場や路上において、常

時700 台の自転車及び原付

バイク（以下自転車等とい

う）が放置されている状況

である（平成17年度実績）。

このことから、放置自転車

等防止街頭指導員を適所に

配置し、放置自転車等の防

止と市営駐輪場への利用誘

導を行っているところであ

る。 

 本事業は、放置自転車等

の防止を啓発することによ

り、駅周辺の交通安全の確

保や良好な都市景観の改善

○措置の内容 

まちづくり交付金 

○実施時期 

平成19年度 

 

 

○内容 

段階的な市街地再

開発事業の調査検

討 

○実施時期 

昭和63年度～ 

 

発事業等を段階的に行って

いくため、地元地権者と協

働し、区域分け、道路計画

案等の検討や、協議会活動

の支援などを行うものであ

る。 

 本事業は、歩行者通行量

の増大など、まちなか回遊

性の向上に向けた数値目標

に寄与する事業である。 

度 

 

○事業名3 

放置自転車等防止

街頭指導委託 

○内容 

柏駅周辺におい

て、街頭指導員が

自転車等の放置箇

所を巡回し、放置

しようとする自転

車等利用者に対

し、指導及び啓発

等を行う 

○実施時期 

平成19年度～24年

度 

柏市 

 

 柏駅周辺は、駅利用者や

大規模商業施設等への買い

物客が殺到するピーク時の

午後３時すぎには、駅周辺

の広場や路上において、常

時700 台の自転車及び原付

バイク（以下自転車等とい

う）が放置されている状況

である（平成17年度実績）。

このことから、放置自転車

等防止街頭指導員を適所に

配置し、放置自転車等の防

止と市営駐輪場への利用誘

導を行っているところであ

る。 

 本事業は、放置自転車等

の防止を啓発することによ

り、駅周辺の交通安全の確

保や良好な都市景観の改善

○措置の内容 

まちづくり交付金 

○実施時期 

平成19年度～23年

度 
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を図り、まちなか回遊性の

向上に寄与する事業であ

る。 

○事業名6 

（仮称）柏駅東口

Ｄ街区第一地区第

一種市街地再開発

事業（権利変換以

降） 

○内容 

市街地再開発事業

（更新が必要な街

区における再開発

事業） 

○実施時期 

平成23年度～24年

度 

 

柏駅東口Ｄ

街区第一地

区第一種市

街地再開発

組合（予

定） 

 柏市の中心市街地におけ

る土地の合理的かつ健全な

高度利用と都市機能の更新

とを図り、もって公共の福

祉に寄与することを目的と

して、商業、業務（公益

サービス）等を整備すると

共に、附置義務駐車場及び

駐輪場等を整備する事業で

ある。また、市街地再開発

事業に併せて、歩行者系都

市計画道路（都市計画道路

7・6・4 号中通り線、都市

計画道路7・6・2 号南通り

線、都市計画道路8・7・1 

号小柳町通り線）を整備す

る。併せて柏の顔となる地

区であることから電線類地

中化を行う事業である。 

 本事業の実施により、商

業施設が整備され、商業の

活性化に寄与するととも

に、公益サービス施設等、

都市福利施設が整備される

ことにより、まちなかの魅

力の向上が期待できる。ま

○措置の内容 

暮らし・にぎわい

再生事業 

○実施時期 

平成23年度から24

年度 

 

を図り、まちなか回遊性の

向上に寄与する事業であ

る。 

○事業名6 

（仮称）柏駅東口

Ｄ街区第一地区第

一種市街地再開発

事業（権利変換以

降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）から移動 
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た、再開発事業に併せて整

備される歩行者系都市計画

道路により、歩行者通行量

の増大など、まちなか回遊

性の向上にも寄与する事業

である。 

○事業名8 

柏駅西口第七駐輪

場立体化整備事業 

○内容 

平面利用の市営駐

輪場の立体化整備

事業 

○実施時期 

平成21年度～23年

度 

 

柏市  平面利用の市営駐輪場と

して運営している柏駅西口

第七駐輪場であるが、柏駅

西口周辺の駐輪需要に対応

していくため、立体化を図

るものである。それによ

り、近隣の借地駐輪場を廃

止、統合し、管理運営の合

理化、効率化を図っていく

ことができる。また、当該

地は自転車等の利用動線上

に位置し、駅から約300ｍと

近いことから、利便性が高

い駐輪場として、駅周辺の

放置自転車対策に貢献する

ものである。 

本事業は、平面利用の駐

輪場を高度利用することに

よるまちの連続性、駐輪場

整備により放置自転車の減

少などが見込め、快適な歩

行者空間を創出し、まちな

か回遊性の向上に寄与する

○措置の内容 

まちづくり交付金 

○実施時期 

平成22年～23年 

 

 

 

 

 

 

 

○事業名8 

柏駅西口第七駐輪

場立体化整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）から移動 
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事業である。 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名5 

柏駅東口Ａ街区第

二地区第一種市街

地再開発事業 

○内容 

都市基盤整備（都

市計画道路7・5・3 

号元町通り線、都

市計画道路7・6・4 

号中通り線）、公共

空間創出、防災機

能向上、都市住宅

供給（ 191戸）、商

業機能導入、歩行

者動線整備、駐車

場整備を行う事業 

○実施時期 

平成６年度～22 年

度 

 

 

 

柏駅東口Ａ

街区第二地

区市街地再

開発組合 

 柏駅周辺の活性化におけ

る先導事業と位置づけられ

た「柏駅東口Ａ街区第二地

区第一種市街地再開発事

業」を実施し、柏市の中心

市街地における土地の合理

的かつ健全な高度利用と都

市機能の更新とを図り、

もって公共の福祉に寄与す

ることを目的として、都市

基盤整備、公共空間創出、

防災機能向上、都市住宅供

給（191 戸）、商業機能導

入、歩行者動線整備、駐車

場整備等を行う事業であ

る。また、市街地再開発事

業に併せて、歩行者系都市

計画道路（都市計画道路7・

5・3 号元町通り線、都市計

画道路7・6・4 号中通り

線）を整備すると共に、駅

周辺における柏の顔となる

地区であることから、電線

類地中化を行う。 

○措置の内容 

市街地再開発事業 

○実施時期 

平成 19 年度～21

年度 

 

 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名5 

柏駅東口Ａ街区第

二地区第一種市街

地再開発事業 

○内容 

都市基盤整備（都

市計画道路7・5・3 

号元町通り線、都

市計画道路7・6・4 

号中通り線）、公共

空間創出、防災機

能向上、都市住宅

供給（ 191戸）、商

業機能導入、歩行

者動線整備、駐車

場整備を行う事業 

○実施時期 

平成６年度～21 年

度 

 

 

 

柏駅東口Ａ

街区第二地

区市街地再

開発組合 

 柏駅周辺の活性化におけ

る先導事業と位置づけられ

た「柏駅東口Ａ街区第二地

区第一種市街地再開発事

業」を実施し、柏市の中心

市街地における土地の合理

的かつ健全な高度利用と都

市機能の更新とを図り、

もって公共の福祉に寄与す

ることを目的として、都市

基盤整備、公共空間創出、

防災機能向上、都市住宅供

給（191 戸）、商業機能導

入、歩行者動線整備、駐車

場整備等を行う事業であ

る。また、市街地再開発事

業に併せて、歩行者系都市

計画道路（都市計画道路7・

5・3 号元町通り線、都市計

画道路7・6・4 号中通り

線）を整備すると共に、駅

周辺における柏の顔となる

地区であることから、電線

類地中化を行う。 

○措置の内容 

市街地再開発事業 

○実施時期 

平成 19 年度～21

年度 
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 この事業は、道路整備な

ど、まちなか回遊性の向上

に寄与する事業であるとと

もに、商業施設の整備によ

る商業の活性化に寄与する

事業である。また、住宅の

供給や公共空間の創出、防

災機能の向上等、安全・安

心でゆとりや品格のあるま

ちづくりを行うことによ

る、まちなかの魅力の向上

にも寄与する事業である。 

○事業名6 

（仮称）柏駅東

口Ｄ街区第一地区

第一種市街地再開

発事業（権利変換

以前） 

○内容 

市街地再開発事業

（更新が必要な街

区における再開発

事業） 

○実施時期 

平成14年度～22年

度 

 

柏駅東口Ｄ

街区第一地

区第一種市

街地再開発

組合（予

定） 

 柏市の中心市街地におけ

る土地の合理的かつ健全な

高度利用と都市機能の更新

とを図り、もって公共の福

祉に寄与することを目的と

して、商業、業務（公益

サービス）等を整備すると

共に、附置義務駐車場及び

駐輪場等を整備する事業で

ある。また、市街地再開発

事業に併せて、歩行者系都

市計画道路（都市計画道路

7・6・4 号中通り線、都市

計画道路7・6・2 号南通り

線、都市計画道路8・7・1 

号小柳町通り線）を整備す

る。併せて柏の顔となる地

○措置の内容 

市街地再開発事業

補助金 

○実施時期 

平成19年度～22年

度 

 

 この事業は、道路整備な

ど、まちなか回遊性の向上

に寄与する事業であるとと

もに、商業施設の整備によ

る商業の活性化に寄与する

事業である。また、住宅の

供給や公共空間の創出、防

災機能の向上等、安全・安

心でゆとりや品格のあるま

ちづくりを行うことによ

る、まちなかの魅力の向上

にも寄与する事業である。 

○事業名6 

（仮称）柏駅東

口Ｄ街区第一地区

第一種市街地再開

発事業（権利変換

以前） 

○内容 

市街地再開発事業

（更新が必要な街

区における再開発

事業） 

○実施時期 

平成14年度～21年

度 

 

柏駅東口Ｄ

街区第一地

区第一種市

街地再開発

組合（予

定） 

 柏市の中心市街地におけ

る土地の合理的かつ健全な

高度利用と都市機能の更新

とを図り、もって公共の福

祉に寄与することを目的と

して、商業、クリニック、

業務（公益サービス）等を

整備すると共に、附置義務

駐車場及び駐輪場等を整備

する事業である。また、市

街地再開発事業に併せて、

歩行者系都市計画道路（都

市計画道路7・6・4 号中通

り線、都市計画道路7・6・2 

号南通り線、都市計画道路

8・7・1 号小柳町通り線）

を整備する。併せて柏の顔

○措置の内容 

市街地再開発事業

補助金 

○実施時期 

平成19年度～21年

度 
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区であることから電線類地

中化を行う事業である。 

 本事業の実施により、商

業施設が整備され、商業の

活性化に寄与するととも

に、公益サービス施設等、

都市福利施設が整備される

ことにより、まちなかの魅

力の向上が期待できる。ま

た、再開発事業に併せて整

備される歩行者系都市計画

道路により、歩行者通行量

の増大など、まちなか回遊

性の向上にも寄与する事業

である。 

 

 

（３）（略） 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名6 

（仮称）柏駅東

口Ｄ街区第一地区

第一種市街地再開

発事業（権利変換

以降） 

 

 

 

 

 

 

（２）①へ移動 

 

 

 

 

 

 

 

  

となる地区であることから

電線類地中化を行う事業で

ある。 

 本事業の実施により、商

業施設が整備され、商業の

活性化に寄与するととも

に、クリニック、公益サー

ビス施設等、都市福利施設

が整備されることにより、

まちなかの魅力の向上が期

待できる。また、再開発事

業に併せて整備される歩行

者系都市計画道路により、

歩行者通行量の増大など、

まちなか回遊性の向上にも

寄与する事業である。 

 

（３）（略） 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名6 

（仮称）柏駅東

口Ｄ街区第一地区

第一種市街地再開

発事業（権利変換

以降） 

○内容 

柏駅東口Ｄ

街区第一地

区第一種市

街地再開発

組合（予

定） 

 

 

 柏市の中心市街地におけ

る土地の合理的かつ健全な

高度利用と都市機能の更新

とを図り、もって公共の福

祉に寄与することを目的と

して、商業、クリニック、

業務（公益サービス）等を

整備すると共に、附置義務
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市街地再開発事業

（更新が必要な街

区における再開発

事業） 

○実施時期 

平成21年度～23年

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場及び駐輪場等を整備

する事業である。また、市

街地再開発事業に併せて、

歩行者系都市計画道路（都

市計画道路7・6・4 号中通

り線、都市計画道路7・6・2 

号南通り線、都市計画道路

8・7・1 号小柳町通り線）

を整備する。併せて柏の顔

となる地区であることから

電線類地中化を行う事業で

ある。 

 本事業の実施により、商

業施設が整備され、商業の

活性化に寄与するととも

に、クリニック、公益サー

ビス施設等、都市福利施設

が整備されることにより、

まちなかの魅力の向上が期

待できる。また、再開発事

業に併せて整備される歩行

者系都市計画道路により、

歩行者通行量の増大など、

まちなか回遊性の向上にも

寄与する事業である。 
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○事業名8 

柏駅西口第七駐輪

場立体化整備事業 

 

 （２）①へ移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○事業名9 

柏駅東口第一駐輪

場立体化整備事業 

柏市  柏駅東口第一駐輪場は、

老朽化が顕著なため、平成

15年に上部機械式駐輪タ

  

 

○事業名8 

柏駅西口第七駐輪

場立体化整備事業 

○内容 

平面利用の市営駐

輪場の立体化整備

事業 

○実施時期 

平成21年度～23年

度 

柏市  平面利用の市営駐輪場と

して運営している柏駅西口

第七駐輪場であるが、柏駅

西口周辺の駐輪需要に対応

していくため、立体化を図

るものである。それによ

り、近隣の借地駐輪場を廃

止、統合し、管理運営の合

理化、効率化を図っていく

ことができる。また、当該

地は自転車等の利用動線上

に位置し、駅から約300ｍと

近いことから、利便性が高

い駐輪場として、駅周辺の

放置自転車対策に貢献する

ものである。 

本事業は、平面利用の駐

輪場を高度利用することに

よるまちの連続性、駐輪場

整備により放置自転車の減

少などが見込め、快適な歩

行者空間を創出し、まちな

か回遊性の向上に寄与する

事業である。 

 

○措置の内容 

まちづくり交付金 

○実施時期 

平成22年～23年 

 

○事業名9 

柏駅東口第一駐輪

場立体化整備事業 

柏市  柏駅東口第一駐輪場は、

老朽化が顕著なため、平成

15年に上部機械式駐輪タ
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○内容 

駐輪場立体化再整

備事業 

○実施時期 

平成23年度～25年

度 

 

ワー部を解体撤去してい

る。現在、ニ層部分のみで

運用しているため、駐輪需

要が高いにもかかわらず、

収容効率が悪いことから、

立体駐輪場を整備する事業

である。 

本事業は、駐輪場整備に

より、放置自転車の減少な

どが見込め、快適な歩行者

空間を創出し、まちなか回

遊性の向上に寄与する事業

である。 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

[１]（略） 

［２］（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名6 

（仮称）柏駅東口

Ｄ街区第一地区第

一種市街地再開発

事業（権利変換以

降） 

○内容 

市街地再開発事業

柏駅東口Ｄ

街区第一地

区第一種市

街地再開発

組合（予

定） 

 柏市の中心市街地におけ

る土地の合理的かつ健全な

高度利用と都市機能の更新

とを図り、もって公共の福

祉に寄与することを目的と

して、商業、業務（公益

サービス）等を整備すると

共に、附置義務駐車場及び

駐輪場等を整備する事業で

○措置の内容 

暮らし・にぎわい

再生事業 

○実施時期 

平成23年度から24

年度 

 

○内容 

駐輪場立体化再整

備事業 

○実施時期 

平成21年度～23年

度 

 

ワー部を解体撤去してい

る。現在、ニ層部分のみで

運用しているため、駐輪需

要が高いにもかかわらず、

収容効率が悪いことから、

立体駐輪場を整備する事業

である。 

本事業は、駐輪場整備に

より、放置自転車の減少な

どが見込め、快適な歩行者

空間を創出し、まちなか回

遊性の向上に寄与する事業

である。 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

[１]（略） 

［２］（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名6 

（仮称）柏駅東口

Ｄ街区第一地区第

一種市街地再開発

事業（権利変換以

降） 

 

 

 ４.（４）から移動    
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（更新が必要な街

区における再開発

事業） 

○実施時期 

平成23年度～24年

度 

 

ある。また、市街地再開発

事業に併せて、歩行者系都

市計画道路（都市計画道路

7・6・4 号中通り線、都市

計画道路7・6・2 号南通り

線、都市計画道路8・7・1 

号小柳町通り線）を整備す

る。併せて柏の顔となる地

区であることから電線類地

中化を行う事業である。 

 本事業の実施により、商

業施設が整備され、商業の

活性化に寄与するととも

に、公益サービス施設等、

都市福利施設が整備される

ことにより、まちなかの魅

力の向上が期待できる。ま

た、再開発事業に併せて整

備される歩行者系都市計画

道路により、歩行者通行量

の増大など、まちなか回遊

性の向上にも寄与する事業

である。 

○事業名10 

柏市民活動セン

ター運営事業 

○内容 

市民公益活動に関

する情報の提供、

柏市 

 

市民公益活動の活性化、交

流及び連携の促進等による

公共の福祉の向上を目的と

して、柏市民公益活動促進

条例に基づく、市民公益活

動の推進に必要な環境整備

○措置の内容 

まちづくり交付金 

○実施時期 

平成19年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業名10 

柏市民活動セン

ター運営事業 

○内容 

市民公益活動に関

する情報の提供、

柏市 

 

市民公益活動の活性化、交

流及び連携の促進等による

公共の福祉の向上を目的と

して、柏市民公益活動促進

条例に基づく、市民公益活

動の推進に必要な環境整備

○措置の内容 

まちづくり交付金 

○実施時期 

平成19年度～23年

度 
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相談、コーディ

ネート、場の提供

等を行う 

○実施時期 

平成18年度～ 

 

の一環として、市民公益活

動に関する情報の提供、相

談、コーディネート、場の

提供等を行っているところ

であるが、今後は「市民活

動フェスタ」等を開催し、

市民活動団体の相互の連携

を強化し、まちづくり活動

を推進していく。 

 本事業は、地域の人たち

によるまちづくり活動を促

すことにより、あらゆる世

代の人たちが訪れ、活動す

ることができるようなまち

づくりに寄与し、まちなか

の魅力の向上を図るために

必要な事業である。 

○事業名11 

インフォメーショ

ンセンター事業 

○内容 

来街者への情報提

供やまちづくり推

進活動を行うＮＰ

Ｏ法人へに対す

る、市政情報等の

案内及び提供業務

の委託 

○実施時期 

柏市 

 

本市では、来街者への情報

提供やまちづくりを推進す

るためのソフト事業を行う

ＮＰＯ法人へに対して、市

政情報等の案内及び提供業

務を委託している。今後

は、情報発信機能の充実を

図ることと併せて、まちづ

くり活動もより積極的に展

開していくことにより、あ

らゆる世代の人たちが訪

れ、活動することが出来る

○措置の内容 

まちづくり交付金 

○実施時期 

平成19年度 

 

 

相談、コーディ

ネート、場の提供

等を行う 

○実施時期 

平成18年度～ 

 

の一環として、市民公益活

動に関する情報の提供、相

談、コーディネート、場の

提供等を行っているところ

であるが、今後は「市民活

動フェスタ」等を開催し、

市民活動団体の相互の連携

を強化し、まちづくり活動

を推進していく。 

 本事業は、地域の人たち

によるまちづくり活動を促

すことにより、あらゆる世

代の人たちが訪れ、活動す

ることができるようなまち

づくりに寄与し、まちなか

の魅力の向上を図るために

必要な事業である。 

○事業名11 

インフォメーショ

ンセンター事業 

○内容 

来街者への情報提

供やまちづくり推

進活動を行うＮＰ

Ｏ法人へに対す

る、市政情報等の

案内及び提供業務

の委託 

○実施時期 

柏市 

 

本市では、来街者への情報

提供やまちづくりを推進す

るためのソフト事業を行う

ＮＰＯ法人へに対して、市

政情報等の案内及び提供業

務を委託している。今後

は、情報発信機能の充実を

図ることと併せて、まちづ

くり活動もより積極的に展

開していくことにより、あ

らゆる世代の人たちが訪

れ、活動することが出来る

○措置の内容 

まちづくり交付金 

○実施時期 

平成19年度～23年

度 

 

 



 

13 

平成13年度～ 

 

ようなまちづくりに寄与

し、まちなかの魅力の向上

を図るために必要な事業で

ある。 

【かしわインフォメーショ

ンセンター】 

○事業名12 

柏駅南口地区共同

化事業 

○内容 

土地の健全な高度

利用による複数敷

地の共同化事業 

○実施時期 

平成21年度～24年

度 

 

柏駅南口地

区地権者組

織等 

 複数敷地の共同化による

土地の健全な高度利用によ

る都市環境の整備と都市機

能の更新地権者の合意に基

づいた共同化事業を実施す

ることと、併せて地域住民

や来街者等の利便性を向上

させるため、宿泊施設等公

益施設の導入を図ること

で、土地の一体的な高度利

用を図り、道路や空地等と

いった基盤整備や環境整備

を行う事業である。  

本事業は、商業環境、歩行

者環境を改善し、商業の活

性化に寄与するとともに、

まちなか回遊性の向上に寄

与する事業である。 

 

○措置の内容 

暮らし・にぎわい

再生事業 

○実施時期 

平成21年度～24年

度 

 

 

○事業名13 

(仮称)柏駅西口駐

輪場整備事業 

 

 （４）へ移動   

平成13年度～ 

 

ようなまちづくりに寄与

し、まちなかの魅力の向上

を図るために必要な事業で

ある。 

【かしわインフォメーショ

ンセンター】 

○事業名12 

柏駅南口地区共同

化事業 

○内容 

土地の健全な高度

利用による複数敷

地の共同化事業 

○実施時期 

平成23年度～24年

度 

 

柏駅南口地

区地権者組

織等 

 複数敷地の共同化による

土地の健全な高度利用によ

る都市環境の整備と都市機

能の更新地権者の合意に基

づいた共同化事業を実施す

ることと、併せて地域住民

や来街者等の利便性を向上

させるため、宿泊施設等公

益施設の導入を図ること

で、土地の一体的な高度利

用を図り、道路や空地等と

いった基盤整備や環境整備

を行う事業である。  

本事業は、商業環境、歩行

者環境を改善し、商業の活

性化に寄与するとともに、

まちなか回遊性の向上に寄

与する事業である。 

 

○措置の内容 

暮らし・にぎわい

再生事業 

○実施時期 

平成23年度～24年

度 

 

 

○事業名13 

(仮称)柏駅西口駐

輪場整備事業 

○内容 

(財)柏市都

市振興公社

ほか 

 本事業は、柏駅南口地区

共同化事業の実施に併せて

駐輪場を整備することによ

り、来客者の利便性の向上

○措置の内容 

暮らし・にぎわい

再生事業 

○実施時期 

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（３）（略） 

（４） 

事業名、内容及

び実施時期 
実施主体 

目標達成のため

の位置付け及び

必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 
その他の事項 

○事業名13 

(仮称)柏駅西口

駐輪場整備事業 

○内容 

中心市街地に駐

輪場を設置する 

○実施時期 

平成 23 年度～24

年度 

 

(財)柏市都市振

興公社ほか 

 本事業は、柏

駅南口地区共同

化事業の実施に

併せて駐輪場を

整備することに

より、来客者の

利便性の向上に

寄与するもので

ある。 

また、放置自転

車等を減少させ

ることにより、

駅周辺の交通安

全の確保や良好

な都市景観が創

出され、まちな

○措置の内容 

 

 

 

中心市街地に駐輪

場を設置する 

○実施時期 

平成23年度～24年

度 

 

に寄与するものである。 

また、放置自転車等を減少

させることにより、駅周辺

の交通安全の確保や良好な

都市景観が創出され、まち

なか回遊性の向上に寄与す

る事業である。 

平成23年度～24年

度 

 

 

（２）（３）（略） 

（４） 

事業名、内容及

び実施時期 
実施主体 

目標達成のため

の位置付け及び

必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 
その他の事項 

○事業名13 

(仮称)柏駅西口

駐輪場整備事業 

○内容 

中心市街地に駐

輪場を設置する 

○実施時期 

平成 23 年度～24

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）①から移

動 
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か回遊性の向上

に寄与する事業

である。 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当

該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

[１]（１）～（３）略 

［２］（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名10 

柏市民活動セン

ター運営事業【再

掲】 

 

○内容 

市民公益活動に関

する情報の提供、

相談、コーディ

ネート、場の提供

等を行う 

○実施時期 

平成18年度～ 

 

柏市 

 

市民公益活動の活性化、交

流及び連携の促進等による

公共の福祉の向上を目的と

して、柏市民公益活動促進

条例に基づく、市民公益活

動の推進に必要な環境整備

の一環として、市民公益活

動に関する情報の提供、相

談、コーディネート、場の

提供等を行っているところ

であるが、今後は「市民活

動フェスタ」等を開催し、

市民活動団体の相互の連携

を強化し、まちづくり活動

を推進していく。 

 本事業は、地域の人たち

によるまちづくり活動を促

すことにより、あらゆる世

○措置の内容 

まちづくり交付金 

○実施時期 

平成19年度 

 

 

 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当

該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

[１]（１）～（３）略 

［２］（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名10 

柏市民活動セン

ター運営事業【再

掲】 

○内容 

市民公益活動に関

する情報の提供、

相談、コーディ

ネート、場の提供

等を行う 

○実施時期 

平成18年度～ 

 

柏市 

 

市民公益活動の活性化、交

流及び連携の促進等による

公共の福祉の向上を目的と

して、柏市民公益活動促進

条例に基づく、市民公益活

動の推進に必要な環境整備

の一環として、市民公益活

動に関する情報の提供、相

談、コーディネート、場の

提供等を行っているところ

であるが、今後は「市民活

動フェスタ」等を開催し、

市民活動団体の相互の連携

を強化し、まちづくり活動

を推進していく。 

 本事業は、地域の人たち

によるまちづくり活動を促

すことにより、あらゆる世

○措置の内容 

まちづくり交付金 

○実施時期 

平成19年度～23年

度 
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代の人たちが訪れ、活動す

ることができるようなまち

づくりに寄与し、まちなか

の魅力の向上を図るために

必要な事業である。 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名5 

柏駅東口Ａ街区第

二地区第一種市街

地再開発事業【再

掲】 

○内容 

都市基盤整備（都

市計画道路7・5・3 

号元町通り線、都

市計画道路7・6・4 

号中通り線）、公共

空間創出、防災機

能向上、都市住宅

供給（ 191戸）、商

業機能導入、歩行

者動線整備、駐車

場整備を行う事業 

○実施時期 

平成６年度～22 年

度 

柏駅東口Ａ

街区第二地

区市街地再

開発組合 

 柏駅周辺の活性化におけ

る先導事業と位置づけられ

た「柏駅東口Ａ街区第二地

区第一種市街地再開発事

業」を実施し、柏市の中心

市街地における土地の合理

的かつ健全な高度利用と都

市機能の更新とを図り、

もって公共の福祉に寄与す

ることを目的として、都市

基盤整備、公共空間創出、

防災機能向上、都市住宅供

給（191 戸）、商業機能導

入、歩行者動線整備、駐車

場整備等を行う事業であ

る。また、市街地再開発事

業に併せて、歩行者系都市

計画道路（都市計画道路7・

5・3 号元町通り線、都市計

画道路7・6・4 号中通り

線）を整備すると共に、駅

○措置の内容 

市街地再開発事業 

○実施時期 

平成 19 年度～21

年度 

 

代の人たちが訪れ、活動す

ることができるようなまち

づくりに寄与し、まちなか

の魅力の向上を図るために

必要な事業である。 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名5 

柏駅東口Ａ街区第

二地区第一種市街

地再開発事業【再

掲】 

○内容 

都市基盤整備（都

市計画道路7・5・3 

号元町通り線、都

市計画道路7・6・4 

号中通り線）、公共

空間創出、防災機

能向上、都市住宅

供給（ 191戸）、商

業機能導入、歩行

者動線整備、駐車

場整備を行う事業 

○実施時期 

平成６年度～21 年

度 

柏駅東口Ａ

街区第二地

区市街地再

開発組合 

 柏駅周辺の活性化におけ

る先導事業と位置づけられ

た「柏駅東口Ａ街区第二地

区第一種市街地再開発事

業」を実施し、柏市の中心

市街地における土地の合理

的かつ健全な高度利用と都

市機能の更新とを図り、

もって公共の福祉に寄与す

ることを目的として、都市

基盤整備、公共空間創出、

防災機能向上、都市住宅供

給（191 戸）、商業機能導

入、歩行者動線整備、駐車

場整備等を行う事業であ

る。また、市街地再開発事

業に併せて、歩行者系都市

計画道路（都市計画道路7・

5・3 号元町通り線、都市計

画道路7・6・4 号中通り

線）を整備すると共に、駅

○措置の内容 

市街地再開発事業 

○実施時期 

平成 19 年度～21

年度 
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周辺における柏の顔となる

地区であることから、電線

類地中化を行う。 

 この事業は、道路整備な

ど、まちなか回遊性の向上

に寄与する事業であるとと

もに、商業施設の整備によ

る商業の活性化に寄与する

事業である。また、住宅の

供給や公共空間の創出、防

災機能の向上等、安全・安

心でゆとりや品格のあるま

ちづくりを行うことによ

る、まちなかの魅力の向上

にも寄与する事業である。 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に

関する事項 

［１］（１）（２）（３）（略） 

［２］（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名23 

商店街振興共同事

業 

 

 

 

（４）へ移動 

  

 

 

 

周辺における柏の顔となる

地区であることから、電線

類地中化を行う。 

 この事業は、道路整備な

ど、まちなか回遊性の向上

に寄与する事業であるとと

もに、商業施設の整備によ

る商業の活性化に寄与する

事業である。また、住宅の

供給や公共空間の創出、防

災機能の向上等、安全・安

心でゆとりや品格のあるま

ちづくりを行うことによ

る、まちなかの魅力の向上

にも寄与する事業である。 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に

関する事項 

［１］（１）（２）（３）（略） 

［２］（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名23 

商店街振興共同事

業 

 

○内容 

柏市、エリ

ア内商店会

（１４商店

会） 

 

本市では、商店街を活性化

し、まちの賑わいを創出す

るため、販売促進事業、顧

客参加事業、福祉事業事業

等、地域との交流を通じた

○措置の内容 

まちづくり交付金 

 

○実施時期 

平成19年度～23年
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（２）②（略） 

（３）（略） 

（４）国の支援が無いその他の事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体 

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名23 

商店街振興共同事

業 

 

○内容 

まちの賑わいを創

出するため共同事

業を行う商店会へ

の支援を行うも

の。 

 

柏市、エリ

ア内商店会

（１４商店

会） 

 

本市では、商店街を活性化

し、まちの賑わいを創出す

るため、販売促進事業、顧

客参加事業、福祉事業事業

等、地域との交流を通じた

共同事業を行う商店会への

支援を行っているが、地域

に密着した、個性ある新た

な取り組みを行う事業につ

いて、積極的な支援を行う

ものとする。 

 

 

まちの賑わいを創

出するため共同事

業を行う商店会へ

の支援を行うも

の。 

 

○実施時期 

昭和54年度～ 

共同事業を行う商店会への

支援を行っているが、地域

に密着した、個性ある新た

な取り組みを行う事業につ

いて、積極的な支援を行う

ものとする。 

本事業は、各商店会が個性

ある取り組みを行うことに

より、活気にあふれ、にぎ

わいに満ちたまちづくりに

寄与し、商業の活性化を図

るために必要な事業であ

る。 

度 

（２）②（略） 

（３）（略） 

（４）国の支援が無いその他の事業 

事業名、内容及び

実施時期 
実施主体

目標達成のための位置付け

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項

○事業名23 

商店街振興共同事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）①から移動 
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○実施時期 

昭和54年度～ 

本事業は、各商店会が個性

ある取り組みを行うことに

より、活気にあふれ、にぎ

わいに満ちたまちづくりに

寄与し、商業の活性化を図

るために必要な事業であ

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


